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地域包括支援センターに関して

１ 介護予防支援事業の委託について

（１）介護予防支援事業の取り扱いについて

要支援認定者のケアプランについては、指定介護予防支援事業所である地域

包括支援センターにおいて作成するか、地域包括支援センターから地域の居宅

介護支援事業所へ委託し作成しています。

委託にあたっては、プラン作成を運営協議会の開催まで保留にすることがで

きないため、事後において承認をいただいております。

（２）委託先の追加について

前回承認をいただいた時点から追加となった委託事業所は、下記のとおりで

す。当該委託事業所は、居宅介護支援事業所又は介護予防支援事業所として指

定されており、適切な対応が見込めることから委託をおこないました。

名 称 住 所

医療法人健成会 鹿子生整形外科病院

ケアプランサービス鹿子生

福岡県太宰府市五条3丁目4番14号

（事業所:福岡県太宰府市五条4丁目6番5号)

株式会社 あおばライフケア 東京都足立区梅島 3丁目 33番 1号
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